
千葉市保育補助者雇上費貸付事業 

 

「千葉市保育補助者雇上費貸付制度の手引き」ｐ１貸付条件１（２）の補足説明 

 

子育て支援員研修（地域型保育コース）を修了した者か 

それと同等以上であると市長が認める者 

については以下の類型とします。 

 

 

 

 

① 幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の資格所持者 

 

または、 

 

② 当該施設等（※１）で十分な業務経験を有する者（1440 時間以上の業務経験） 

 

（※１）当該施設等・・・認可・認定保育施設（保育所、認定こども園、地域型保育）、 

幼稚園、認可外保育施設（在職証明書に記載の施設） 

 

  

 

 

 

   なお、これら①及び②の者については、貸付申請日から起算して翌年度末までに 

子育て支援員研修の地域型保育コースを受講することを必要とします。（※２） 

 

 

上記の場合に必要な提出資料 

① 幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭の

資格所持者 

□ 資格証（写） 

□ 子育て支援員研修受講の誓約書 

【別添 01 誓約書】（※２） 

② 施設等で十分な業務経験を有する者

（1440 時間以上の業務経験） 

□ 1440 時間勤務したことを証明する 

在職証明書【別添 02 在職証明書】 

□ 子育て支援員研修受講の誓約書 

  【別添 01 誓約書】（※２） 

 


